
手話通訳者が窓口で
お手伝いします
日 10月15日㈫、 11月19日㈫
９：00～12：00
手話通訳が必要な人は社会福祉

課窓口へお越しください。
市役所本庁での手続きなどをお手
伝いします。
※来庁時間が分かる場合は事前に
お知らせください。

問社会福祉課
　（☎0848-38-9125・

FAX　0848-38-9206）
e s-fukusi@city.onomichi.
hiroshima.jp

金曜は午後7時まで市民課
関係窓口を時間延長します
場本庁市民課
因島総合支所市民生活課

内各種証明書（戸籍・住民票・印鑑証
明・所得証明）の発行、 パスポー
トの受け取りなど
※住所変更、 パスポートの申請は
できません。

問市民課（☎0848-38-9102）
因島総合支所市民生活課
　（☎0845-26-6208）
※所得に関する証明については、 
事前に担当課へご確認ください。

問収納課（☎0848-38-9172）
因島瀬戸田市民税係
　（☎0845-26-6227）

日曜にも受け取れます
マイナンバーカード
対マイナンバーカード
（個人番号カード）の交
付案内が届いた人

日 11月10日㈰
８：30～12：00
次は11月24日㈰です。

場本庁市民課のみ
※市民課以外の各支所が交付場所
になっている人は、 交付日の４
日前までに交付場所変更の連絡
をしてください。

持・マイナンバーカード交付通知書
兼照会書（交付案内に同封）
・本人確認書類（交付案内参照）
・通知カード（回収します）
・住民基本台帳カード（回収しま
す・お持ちの人のみ）

問市民課（☎0848-38-9166）
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証明発行手数料の
キャッシュレス決済が
４支所でできます

令和２年度に本庁の市民課及び
収納課に導入し、 住民票及び戸籍
謄本その他税証明等の発行に係る
手数料の納入を行っているキャッ
シュレス決済端末について、 ４支
所に追加導入します。
【新しく設置する場所】
御調支所まちおこし課　向島支所
しまおこし課　因島総合支所市民
生活課　　瀬戸田支所住民福祉課
【開始日】令和６年９月２日㈪
【決済の種類】
クレジット/デビット/プリペイド
Visa ・ Mastercard ・ JCB ・
American Express ・ ダイナー
ス ・ DISCOVER ・ 銀聯
電子マネー
交通系電子マネー(全国相互利用) ・ 
i D  ・ 楽天Ed y  ・ WAON  ・
nanaco ・ PiTaPa ・ QUICPay+
コード決済
楽天ペイ ・ d払い ・ PayPay ・ メ
ルペイ ・ au PAY ・ ゆうちょPay
(銀行Pay) ・こいPay  Alipay ・ 
WeChat Pay ・ 銀聯QR
※上記は順次お取り扱いできるよ
うになります。

廃棄物（ごみ）の野外焼却は、
法律で原則禁止されています

煙や悪臭、 灰などにより近隣に
迷惑となるばかりではなく、 ダイ
オキシン類などの有害物質の発生
の原因になります。 また、 不十分な
消火などによる火災発生の恐れも
あります。
農業や祭事など例外として認め

られている焼却
であっても、 周
辺に影響が及ば
ないよう配慮が
必要です。
できる限り農

業の草なども焼
却せず、 燃やせるごみの日に少量
(２袋)ずつ、 ごみステーションに出
しましょう。
問環境政策課
　（☎0848-38-9434）

11月の出張販売10／16㈬
13：30～14：30

10／ 20㈰

卓上糸ノコ使用講習会
定 １人  料300円　

10／20㈰
13：30～

HP https://www.facebook.com/onomichi.recycle

EMボカシ講習会
定 ２人　 持米ぬか1㎏

～10月20日は、 ひとまわり、ふたまわり、
リサイクルの日～ 　リサイクルの日記念
「アクセサリーの売り出し」

因島総合支所1階デッキ
瀬戸田市民会館前駐車場 
道の駅クロスロードみつぎ
市民センターむかいしま

10：30～14：00
10：30～14：00
10：00～14：00
10：00～14：00

11／
11／
11／
11／

12㈫
13㈬
15㈮
16㈯

環境資源リサイクルセンター （☎0848-48-2212）
10：00～16：30／月・木・祝日休館

※休日のごみ持込が多くなっており、 大変混雑しています。
・大量に持ち込みされる場合は、 平日にお願いします。
・必ず分別をして、分別ごとに下ろしやすいようにして持ち込みして
ください。
・持込の際は危険ですので場内での徐行をお願いします。
※向島クリーンセンター・因島リサイクルセンターは、休日の持込受
付はありません。

月・木曜日が「もやせるごみの収集地域」のみ収集します。
※もやせるごみ以外の収集はお休みです。

8：30～11：00

8：30～12：00

26日㈯

27日㈰

御調清掃センター
尾道市クリーンセンター
南部清掃事務所
瀬戸田名荷埋立処分地

急な休館やイベント情報などを発信しています。

【尾道・御調・向島地区】

【因島地区（原・洲江含む）】
【瀬 戸 田 地 区】

尾道市クリーンセンター
衛生施設センター【持込】・清掃事務所【収集】
南部清掃事務所
南部清掃事務所瀬戸田分所

（☎0848-48-2900）

（☎0845-24-0432）
（☎0845-27-0454）

問

問

問

～10月は「食品ロス
削減月間」、  10月
30日は「食品ロス
削減の日」です～

■10月の「休日」ごみ持込受付（対象は家庭ごみです。）

■11月４日「振替休日」のごみ収集

給与支払者向け
「年調減税事務に関する説明会」

▶定額減税
　特設サイト

令和６年分の所得税について、 定額減税が実施されています。
給与支払者は、 年末調整の際に、 対象者の年調所得税額から一定の金
額を控除する年調減税事務を行う必要があります。
スムーズに事務を行っていただけるよう、 説明会を開催します。
日11月14日㈭、 21日㈭ 14：00～15：00
場尾道税務署
対給与支払者
内年調減税事務の概要（年末調整の概要を含む）、
質疑応答　定30人

申税務署総合窓口か電話で
申 問尾道税務署（☎0848-22-2181）

11月９日㈯～15日㈮は、 秋の火災予防運動です。
「住宅防火　いのちを守る　10のポイント」を守って、 火災を防ぎまし
ょう。

問消防局予防課（☎0848-55-9123）

令和６年秋の火災予防運動
防火標語「守りたい　未来があるから　火の用心」

のポイント10いのちを守る住宅
防火

1 寝たばこは絶対に
しない、させない。1 2 ストーブの周りに

燃えやすいものを
置かない。

2 3 こんろを使うときは、
火のそばを離れない。3 4 コンセントはほこり

を清掃し、不必要な
プラグは抜く。

4

4つの 習慣

6つの 対策

火災の発生を防ぐために、
ストーブやこんろ等は安全装置
の付いた機器を使用する。

加熱防止
センサー

1

出火出火
防止防止

お年寄りや身体の不自由な人
は、避難経路と避難方法を
常に確保し、備えておく。

5

早期早期
避難避難

火災の早期発見のために、住宅
用火災警報器を定期的に点検
し、10年を目安に交換する。

定期的に点検

ボタンを
押す

ひもを
引く

2

早期早期
覚知覚知

火災の拡大を防ぐために、部屋
を整理整頓し、寝具、衣類、カー
テンは、防炎品を使用する。

防炎
カーテン
防炎
カーテン

防炎
アーム
カバー

防炎
アーム
カバー

防
炎

エ
プ
ロ
ン

防
炎

エ
プ
ロ
ン

3

延焼延焼
拡大防止拡大防止

防火防災訓練への参加、戸別
訪問などにより、地域ぐるみ
の防火対策を行う。

6

地域の地域の
助け合い助け合い

火災を小さいうちに消すために、
消火器等を設置し、使い方を
確認しておく。

4

初期初期
消火消火

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.html



